
提

出

者

原

陽

子

平
成
十
四
年
七
月
十
五
日
提
出

質

問

第

一

三

五

号

米
軍
基
地
に
関
す
る
「
日
本
環
境
管
理
基
準
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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日
米
が
二
〇
〇
〇
年
九
月
十
一
日
に
合
意
し
た
「
環
境
原
則
に
関
す
る
共
同
発
表
」
で
は
、
「
環
境
保
護
及
び
安
全
の
た
め

の
在
日
米
軍
に
よ
る
取
り
組
み
は
、
日
米
の
関
連
法
令
の
う
ち
よ
り
厳
し
い
基
準
を
選
択
す
る
と
の
基
本
的
考
え
の
下
で
作
成

さ
れ
る
日
本
環
境
管
理
基
準
（
以
下
「
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
」
）
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
在
日
米
軍
の
環
境
基
準
は
、
一
般

的
に
、
日
本
の
関
連
法
令
上
の
基
準
を
満
た
し
又
は
上
回
る
も
の
と
な
る
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
国
内
で
実
際
に
基
地
を
抱

え
て
い
る
自
治
体
に
は
、
そ
れ
以
上
の
詳
細
が
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。

地
方
自
治
体
は
、
地
方
自
治
法
第
一
条
の
二
で
、
「
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
行

政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割
を
広
く
担
う
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
基
地
に
関
し
て
は
、
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
の
詳
細

を
知
ら
ず
に
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
遺
憾
な
く
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
も
ら
う
た
め
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
は
す
で
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

二

「
本
国
政
府
及
び
米
国
政
府
は
、
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
を
見
直
し
、
二
年
ご
と
に
更
新
す
る
た
め
の
協
力
を
強
化
す
る
。
」
と
あ
る

が
、
次
の
更
新
は
い
つ
か
。

一



三

平
成
十
三
年
七
月
十
三
日
に
、
神
奈
川
県
基
地
関
係
県
市
連
絡
協
議
会
は
、
「
平
成
十
四
年
度
基
地
問
題
に
関
す
る
要

望
」
の
一
つ
と
し
て
、
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
の
訳
文
及
び
解
説
書
の
作
成
・
公
表
を
要
望
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
未
だ
何
も
回
答
が

な
い
と
い
う
が
、
こ
の
要
望
は
、
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
日
米
合
同
委
員
会
の
環
境
分
科
会
の
議
長
を
務
め
る
環
境
省
環

境
管
理
局
総
務
課
長
に
届
い
て
い
る
か
。

四

届
い
て
い
る
と
し
た
ら
、
な
ぜ
、
回
答
が
な
い
の
か
。
届
い
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
責
任
は
誰
に
あ
る
か
。

五

日
本
政
府
側
が
、
こ
の
要
望
に
つ
い
て
、
年
四
回
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
日
米
合
同
委
員
会
の
環
境
分
科
会
で
議
題

に
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
れ
ば
そ
の
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
議
題
に
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
故

か
。
ま
た
、
今
後
、
議
題
に
す
る
つ
も
り
は
あ
る
か
。

六

Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
の
訳
文
お
よ
び
解
説
書
の
作
成
・
公
表
が
、
地
方
自
治
体
に
対
し
て
な
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
と
考
え
る
が
ど
う

か
。

七

大
気
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
選
択
さ
れ
た
か
。

八

悪
臭
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
選
択
さ
れ
た
か
。

九

騒
音
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
選
択
さ
れ
た
か
。

二



十

振
動
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
選
択
さ
れ
た
か
。

十
一

水
質
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
選
択
さ
れ
た
か
。

十
二

土
壌
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
選
択
さ
れ
た
か
。

十
三

地
下
水
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
選
択
さ
れ
た
か
。

十
四

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
選
択
さ
れ
た
か
。

十
五

そ
の
他
、
設
定
さ
れ
た
基
準
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


